
第223回組合会は、新型コロナウィルス感染予防対策として全議案を書面による審議とし、
2月18日に決議されました。これにより令和４年度予算が承認されました。

皆様におかれましては、日頃の健康保険組合の運営・
諸活動にご協力をいただき、感謝申し上げます。

健康保険組合予算が決まりました健康保険組合予算が決まりました

　年始より再拡大となりました新型コロナウィルスは、陽性者数も過去最高を記録し、オミクロン株感染が猛威を振るっている状況です。
一方、病院等を受診した際に支払う保険給付費はコロナ禍前に戻りつつあります。職域、地方自治体による３回目のワクチン接種が
進めば、昨年末のように落ち着いた生活が送れるようになるのではないかと思うところです。
　さて、令和４年１月に健康保険に関わる法改正が施行されました。その一つが健保支出額割合を大きく占めている後期高齢者支援
金負担額に関わるものです。その根拠となる後期高齢者の窓口自己負担率が一部の対象者を除き１割から２割に変更され、令和４年１
０月より実施される見込みです。これにより健康保険組合の後期高齢者支援金負担額が減少される見込みで、健保財政の改善を期待
したいところです。
　また、健康保険組合を取り巻く社会環境の変化では、電子化の推進が挙げられます。すでに一部申請書類の押印廃止を実施しまし
たが、申請書類等についてもＷＥＢ申請で行えるように、また、保健事業にＩＣＴを取り入れるべく、システム環境を整えていく予定です。
皆様の利便性を向上させることができればと思います。
　最後になりますが、手洗い、うがい、マスク着用、密を避ける行動に心がけ、新型コロナウィルス感染予防を引き続きお願いいたします。

①一般保険料率について
一般保険令和3年度経常収支は189百万円黒字の見込みです。
一般保険令和4年度は、一般保険料率の現行（96.5‰）維持にて黒字収支の
見通しです。また、事業主と被保険者の負担割合に変更はありません。
しかしながら今後は前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等
の高騰が予想されており、令和5年度以降は赤字収支の可能性がございます。

なお令和4年度の調整保険料率は、令和2年度の決算を基礎に標準報酬月額に対する保険給付費と納付金の割合により、基
本調整保険料率に修正率を乗じて算出されます。修正率は、各健康保険組合の財政状況によって異なります。

④介護保険料率
保険料率は17.00‰の継続が可能と想定しましたが、
令和5年度以降は料率の改定が必要となる予定です。

③経常収支予算
介護勘定経常収支は16百万円の赤字となり、来年度以
降は料率の改定が必要となります。なお、赤字分は令
和3年度繰越金見込額54百万円で補填する想定です。

②経常支出予算
介護納付金は令和3年度決算見込額から11百万円増額の429百万円の想定です。

①経常収入予算
介護第2号被保険者数は4,996人と想定しました。 平均標準報酬月額及び総標準賞与額も令和3年度決算見込額並みと
し416,612円及び5,466百万円と想定しました。経常収入額は413百万円と想定しました。

⑤任意継続被保険者
●料率（17.00‰）は、令和4年4月1日より適用とな
ります。

組合会議員補欠選挙と理事補欠選挙を執行しました。

理事長 出口 淳一郎

令和4年度令和４年度の一般保険料率が決まりました

介護保険料率も決まりました
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●令和4年度 保険料率

一般保険料率
事業主 被保険者 計

基本保険料率

特定保険料率

57.120‰ 38.080‰

35.521‰ 23.681‰

21.599‰ 14.399‰

調整保険料率 0.780‰ 0.520‰ 1.300‰

●組合会議員の改選について

年月日

R3.9.30

退職・辞任議員

R3.12.31

年月日

R3.10.1

選任・就任議員

R4.1.5

②任意継続被保険者
●標準報酬月額は、退職時（資格喪失時）の報酬月額を適用する方式に変更となります。
令和4年4月1日以降の新規任意継続被保険者より適用となります。

●料率は、令和4年4月1日より適用となります。

負担割合（令和4年度）

●一般保険主要支出の推移 （図2） ●令和４年度基礎数値 （図1）

●令和4年度 介護保険料率

事業主 被保険者

10.20‰ 6.80‰

計

17.00‰

収入　　介護保険収入　413百万円

支出　　介護納付金 429百万円

収支差 ▲16百万円
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●前号の訂正 ※前回2021秋号のＰ３
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令和4年度の被保険者数は令和3年12月までの数値の増減及び、予定新規入社人数を加味し7,229名と想定し
ました。平均標準月額も同様に12月までの増減状況、及び令和3年度決算見込額を加味し360,707円と想定しま
した。総標準賞与額については、令和3年度決算見込額並みとし9,070百万円と想定しました。（図１）
以上より経常収入額は3,855百万円と想定しました。

経常収入予算

保険給付費は過去の実績増減を加味し令和3年度決算見込額より約3%増加した1,961百万円と想定しました。
前期高齢者給付金及び後期高齢者支援金は、過去５年間の数値を加味し、令和３年度決算見込額より2%増加し
た1,453百万円と想定しました。（図２）
以上より経常支出額は3,653百万円と想定しました。

経常支出予算

令和4年度の一般勘定経常収支は202百万円の黒字となります。
経常収支予算

収入　　　　  3,855百万円
支出 3,653百万円
収支差 202百万円



従来の資格喪失の事由

保険料の納付方法を選択できるようになりました。保険料の納付方法を選択できるようになりました。

注①　申込初月振込は保険料２カ月分が必要となります。
注②　手数料は、全銀行どこからでも１８７円／回となります。保険料と合算で引落されます。
注③　通帳にはＭＢＳ・ニッコウケンポと印字され、保険料が引き落としされた事がわかります。
注④　依頼書は健保への提出、金融機関への提出いずれも可能。金融機関に直接の場合は、健保に依頼書の２枚目を提出する必要があります。

例）６月１日より任意継続被保険者として加入し、口座引き落としを選択した場合

２ 任意脱退による資格喪失ができます

１ 自動引落しによる保険料納付ができるようになります

２ 自動振込申込時のフロー　

改正による追加※1

※資格喪失日は４月１日のため、３月分保険料の返還
は生じません。

未納喪失は従来どおり

※保険料未納により、納付期日の翌日に資格喪失する
ことを厳格化いたします。

令和４年４月１日　　資格喪失

令和4年3月17日　任意脱退の申出

令和４年３月１１日　資格喪失

令和4年3月１0日　３月分保険料納付無し

未納のまま

※1　任意継続被保険者が資格喪失を申し出た場合、申し出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保
険者の資格を喪失します。

【現行方法】 【追加後】

前納

・１年、半年の期間について、保険料全額を事
前に納付する
① 健康保険組合が指定した口座に被保険者よ
り振込を行う。

① 従来通り、健康保険組合が指定した口座に被保険者より振込
を行う。

①または、②を選択
① 健康保険組合が指定した口座に被保険者より振込を行う。
② 被保険者が指定した口座より、健康保険組合が契約した代行業者に
て前月の27日に保険料の引き落としを行う。なお、資格取得月または翌
月分は被保険者自ら健康保険組合指定の口座に振り込みが必要。

月納
・各月の10日までに当月分の保険料を納付する。
① 健康保険組合が指定した口座に被保険者よ
り振込を行う。

６月１０日まで

保険料の振込 注①

被保険者

６月分・７月分
保険料
＋手数料

健康保険組合指定口座

・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき

・保険料を納付期日となる10日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき

毎月２７日
（基本）

7月２７日

被保険者
口座 注③

８月分保険料
＋手数料 注②

健康保険組合指定口座

保険料の自動引落 注①

令和３年６月の参院本会議にて「全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律案」が可決・成立しました。これにより任意継続被保険者制度の内容が変
更されます。

１ー１ 任意継続被保険者の報酬月額限度額を変更します

開始までに経過措置を取り入れることから、令和４年４月からの施行となります。

・保険料の算定基礎を「①当該退職者の従前の標準報酬月額又は②当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月
額のうち、いずれか低い額」からとする現行のルールから「資格喪失時の標準報酬月額」とするルールへ変更します。

任意継続被保険者制度が変わります。任意継続被保険者制度が変わります。

１－２ 変更後のスケジュール

例：退職時の標準月額を４１万円、現行組合平均は３６万円とした場合。

健康保険法改正
令和４年１月１日

任
継
取
得

任
継
取
得

３６万

３６万

４１万

任
継
取
得

組合会議決
令和４年2月18日

健保規約変更
令和４年4月１日

経過措置

資格喪失時の標準報酬月額に設定

資格喪失時の標準報酬
月額に変更後の場合 41万円 50万円

資格喪失時標報月額 20万円 30万円 41万円 50万円

現行ルール 20万円 30万円 36万円 36万円

組合平均
（３６万円）

5月２０日まで

自動口座引落申込注④

被保険者

依頼書
１枚目

被保険者口座
金融機関

5月２０日まで

自動口座引落申込注④

被保険者

依頼書

健康保険組合

依頼書
2枚目





けんぽニュース

　皆さんの健康のために、負担「ゼロ円」または、一部負担で受診できる事業がたくさんあります。
ぜひご利用ください。
　詳しくは　https://jsw-kenpo.or.jp/　健保ホームページをご参照ください。

（2021 vol.12より抜粋）

コロナ禍で生活習慣が悪化していませんか？

生活習慣の見直しでがんのリスクが低下します。

出典：国立がん研究センターがん情報サービス科学的根拠に基づくがん予防

https://jsw-kenpo.or.jp/過去の「けんぽニュース」はこちら

歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日
60分。また、息がはずみ汗をかく程度の運動は、
1週間に60分程度行うことが推奨されています。

■ 推奨される身体活動量の目安とは？

令和２年度の日本製鋼所健康保険組合加入
者の「歩行または同等の身体活動を1日1時
間以上実施している者の割合」は34％であ
り、コロナ禍による大きな変化はみられま
せんでした。

東：東京担当地区，室：室蘭担当地区，広：広島担当地区，全：各所共通 ＊検査内容等の詳細は各所へお問合せください。

● がん発生の主な要因（日本人・男女） ●

その他

感染

生活習慣

喫煙

活発な身体活動により、結腸がん、肝臓がん、胃がんのリスクが下がるといわれています。

●日鋼健保加入者の運動習慣 ●
歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

条件：2018年度特定健診_40歳以上：被保険者・被扶養者

全国平均

日鋼健保 33%

38%

今なら “お得に” 体メンテナンス

出典：

検診項目/年齢 20歳～ 35歳～ 40歳～ 50歳～ 備考

前立腺がん 全 前立腺腫瘍マーカー（ＰＳＡ）検査

胃がん 室 胃バリウム検査

東
※50歳以上の偶数年齢時は
　胃カメラへ変更可胃バリウム検査35歳時 ＡＢＣ検診

広 35歳時 ＡＢＣ検診 胃バリウム検査 ※50歳以上の偶数年齢時は
　胃カメラへ変更可

①ABC検診にて精密検査対象の場合、検査
費用の補助あり（上限7,000円）
②バリウム検査で精密検査対象の場合、検査
費用は全額補助

乳がん

東 マンモグラフィ検査乳腺エコー検査

室 マンモグラフィ検査

広 乳腺エコー検査 マンモグラフィ検査

乳腺エコー：上限7,000円
マンモグラフィ：上限8,500円

大腸がん 全 便潜血（2回法） 精密検査対象の場合、検査費用の補助あり
（上限7,000円）

子宮がん 全 子宮頸がん細胞診 子宮がん：上限7,000円




